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　平成25年住宅・土地統計調査は10月1日を基準
日として、市内177地区の約3,000世帯を対象に実
施しました。調査対象となりました世帯の方には
調査にご協力いただきありがとうございました。
　今回の調査からは、日本全体の住宅数や世帯数、
住宅の状況、住宅や土地の所有状況などに関する
データが得られ、多様な住生活の実態が明らかと
なります。
　また、調査結果は、国や地方公共団体における
住生活基本計画や土地利用計画等を策定する際の
基礎資料、東日本大震災の被災地における住宅・
建物の被災概況を把握するための基礎資料にも利
用されます。

　茨城県では、がけ崩れ、土石流、地すべりのお
それのある箇所において、警戒区域等を指定する
ための現地調査を行います。調査にあたっては、
調査員が皆さんの敷地に立ち入って、測量・スケッ
チ等の作業を行うことになりますので、ご理解と
ご協力をお願いします。
○調査期間　12月上旬～平成26年3月15日（土）
○調査箇所　山方地域の土砂災害危険箇所

　現在の医療保険制度は、誰もが何らかの健康保
険に加入することになっています。社会保険等に
加入していない方は、必ず国民健康保険に加入し
てください。
　また、社会保険等の被扶養者になれると思われ
る方が、国民健康保険の被保険者となっている場
合があります。勤務先に問い合わせのうえ、加入
の際はお早めに手続きをしてください。
　なお、社会保険等に加入した場合は、国民健康
保険の脱退手続きが必要となります。社会保険等
の加入によって、自動的に国民健康保険脱退とは
ならないのでご注意ください。
　国民健康保険脱退の手続きをされる方は、印鑑、
新しく加入された社会保険被保険者証及び国民健
康保険被保険者証をお持ちのうえ、本庁医療保険
課または各総合支所市民福祉課で手続きをお願い
します。

　下水道（公共下水道、農業集落排水処理施設）
が整備されると、清潔で快適な水洗トイレの使用
ができるようになります。また、家庭からの生活
排水がそれぞれの施設で処理され、きれいな水と
なって河川等に流されるため、悪臭や害虫の発生
もなくなり清潔で住みよい環境になります。
　しかし、下水道が整備されてもこれを皆さんが
有効に利用しなければ、せっかくの施設も十分な効
果を発揮することができません。下水道に接続を
していない方は、一日も早い接続をお願いします。
　なお、接続工事にあたっては、常陸大宮市排水
設備指定工事店へ直接お申し込みください。
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　 茨城県常陸大宮土木事務所河川整備課
　 ☎52-3157
問

　 下水道課庶務G　☎53-7250問

　 　　 医療保険課医療保険G
　☎52-1111　内線165
　　　 市民福祉課福祉健康G ☎57-2121（代表）
　　　 市民福祉課福祉健康G ☎58-2111（代表）
　　　 市民福祉課福祉健康G ☎56-2111（代表）
　　　 市民福祉課福祉健康G ☎55-2111（代表）
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